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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）植物油脂と、（Ｂ）炭素数８～２０の脂肪酸類及び油脂加水分解物からなる群よ
り選択される１種以上と、（Ｃ）炭素数６～１４のラクトン類と、（Ｄ）炭素数４～１３
のケトン類とを含有し、
　前記（Ａ）１００質量部に対して、前記（Ｂ）を０．００５～１．０質量部、前記（Ｃ
）を０．００００２５～０．０１質量部、前記（Ｄ）を０．００００００５～０．０００
７５質量部含有することを特徴とする、油脂含有乳風味飲料。
【請求項２】
　前記（Ｂ）が、オクタン酸、デカン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、ペンタデカン酸、
パルミチン酸、パルミトレイン酸、ステアリン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸
、γ－リノレン酸、アラキジン酸、エイコセン酸、アラキドン酸、及びエイコサペンタエ
ン酸からなる群より選択される１種以上である、請求項１に記載の油脂含有乳風味飲料。
【請求項３】
　前記（Ｃ）が、γ－カプロラクトン、γ－ヘプタラクトン、γ－オクタラクトン、γ－
ノナラクトン、γ－デカラクトン、γ－ウンデカラクトン、γ－ドデカラクトン、γ－ト
リデカラクトン、γ－テトラデカラクトン、δ－カプロラクトン、δ－オクタラクトン、
δ－ノナラクトン、δ－デカラクトン、δ－ウンデカラクトン、δ－ドデカラクトン、δ
－トリデカラクトン、及びδ－テトラデカラクトンからなる群より選択される１種以上で
あり、
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　前記（Ｄ）が、アセトイン、ジアセチル、２、３－ペンタジオン、２、３－ヘキサジオ
ン、２－ヘプタノン、２－オクタノン、３－オクタノン、２－ノナノン、２－デカノン、
２－ウンデカノン、及び２－トリデカノンからなる群より選択される１種以上である、請
求項１又は２に記載の油脂含有乳風味飲料。
【請求項４】
　１００質量部の（Ａ）植物油脂に対して、０．００５～１．０質量部の（Ｂ）炭素数８
～２０の脂肪酸類及び油脂加水分解物からなる群より選択される１種以上を含有する油脂
含有飲料に、さらに、
　前記（Ａ）１００質量部に対して、０．００００２５～０．０１質量部の（Ｃ）炭素数
６～１４のラクトン類と、０．００００００５～０．０００７５質量部の（Ｄ）炭素数４
～１３のケトン類とを含有させることを特徴とする、油脂含有乳風味飲料の苦味低減方法
。
【請求項５】
　１００質量部の（Ａ）植物油脂に対して、０．００５～１．０質量部の（Ｂ）炭素数８
～２０の脂肪酸類及び油脂加水分解物からなる群より選択される１種以上と、０．０００
０２５～０．０１質量部の（Ｃ）炭素数６～１４のラクトン類と、０．００００００５～
０．０００７５質量部の（Ｄ）炭素数４～１３のケトン類とを含有させることを特徴とす
る、油脂含有乳風味飲料の製造方法。
【請求項６】
　前記（Ｂ）の含有量を１～２００質量ｐｐｍ、前記（Ｃ）の含有量を０．００５～２質
量ｐｐｍ、前記（Ｄ）の含有量を０．１～１５０質量ｐｐｂとする、請求項５に記載の油
脂含有乳風味飲料の製造方法。
【請求項７】
　原料として、さらに、乳原料及びクリーミングパウダーからなる群より選択される１種
以上を用いる、請求項５又は６に記載の油脂含有乳風味飲料の製造方法。
【請求項８】
　前記（Ｂ）が、オクタン酸、デカン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、ペンタデカン酸、
パルミチン酸、パルミトレイン酸、ステアリン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸
、γ-リノレン酸、アラキジン酸、エイコセン酸、アラキドン酸、及びエイコサペンタエ
ン酸からなる群より選択される１種以上であり、
　前記（Ｃ）が、γ－カプロラクトン、γ－ヘプタラクトン、γ－オクタラクトン、γ－
ノナラクトン、γ－デカラクトン、γ－ウンデカラクトン、γ－ドデカラクトン、γ－ト
リデカラクトン、γ－テトラデカラクトン、δ－カプロラクトン、δ－オクタラクトン、
δ－ノナラクトン、δ－デカラクトン、δ－ウンデカラクトン、δ－ドデカラクトン、δ
－トリデカラクトン、及びδ－テトラデカラクトンからなる群より選択される１種以上で
あり、
　前記（Ｄ）が、アセトイン、ジアセチル、２、３－ペンタジオン、２、３－ヘキサジオ
ン、２－ヘプタノン、２－オクタノン、３－オクタノン、２－ノナノン、２－デカノン、
２－ウンデカノン、及び２－トリデカノンからなる群より選択される１種以上である、請
求項５～７のいずれか一項に記載の油脂含有乳風味飲料の製造方法。
【請求項９】
　原料として、
（Ａ）植物油脂と、
（Ｂ）炭素数８～２０の脂肪酸類及び油脂加水分解物からなる群より選択される１種以上
と、
（Ｃ）炭素数６～１４のラクトン類と、
（Ｄ）炭素数４～１３のケトン類と、
（Ｅ）乳原料及びクリーミングパウダーからなる群より選択される１種以上と、
（Ｆ）嗜好性飲料の可溶性固形分と、
を含有し、
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　前記（Ａ）１００質量部に対して、前記（Ｂ）を０．００５～１．０質量部、前記（Ｃ
）を０．００００２５～０．０１質量部、前記（Ｄ）を０．００００００５～０．０００
７５質量部含有することを特徴とする、嗜好性飲料用組成物。
【請求項１０】
　前記（Ｂ）が、オクタン酸、デカン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、ペンタデカン酸、
パルミチン酸、パルミトレイン酸、ステアリン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸
、γ-リノレン酸、アラキジン酸、エイコセン酸、アラキドン酸、及びエイコサペンタエ
ン酸からなる群より選択される１種以上であり、
　前記（Ｃ）が、γ－カプロラクトン、γ－ヘプタラクトン、γ－オクタラクトン、γ－
ノナラクトン、γ－デカラクトン、γ－ウンデカラクトン、γ－ドデカラクトン、γ－ト
リデカラクトン、γ－テトラデカラクトン、δ－カプロラクトン、δ－オクタラクトン、
δ－ノナラクトン、δ－デカラクトン、δ－ウンデカラクトン、δ－ドデカラクトン、δ
－トリデカラクトン、及びδ－テトラデカラクトンからなる群より選択される１種以上で
あり、
　前記（Ｄ）が、アセトイン、ジアセチル、２、３－ペンタジオン、２、３－ヘキサジオ
ン、２－ヘプタノン、２－オクタノン、３－オクタノン、２－ノナノン、２－デカノン、
２－ウンデカノン、及び２－トリデカノンからなる群より選択される１種以上である、請
求項９に記載の嗜好性飲料用組成物。
【請求項１１】
　前記嗜好性飲料が、コーヒー飲料、紅茶飲料、ココア飲料、又は抹茶飲料である、請求
項９又は１０に記載の嗜好性飲料用組成物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乳脂に代えて植物油脂を主成分とし、乳様の独特の好ましい風味（乳風味）
を付与するための油脂含有乳風味組成物、当該油脂含有乳風味組成物を用いた嗜好性飲料
用組成物、油脂含有乳風味飲食品の製造方法、及び、植物油脂と脂肪酸類又は油脂加水分
解物を含有する乳風味組成物の苦味を低減する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に乳風味や 乳の食感を付与するため、 生乳やクリーム、クリームチーズ、 バ
ターなどの乳製品が使用される。しかし、これらの材料はコストが高く、その配合量が制
限されてしまうという問題がある。
【０００３】
　この問題を解決するために、乳脂肪分の一部又は全部を植物油脂で代替する方法が汎用
されている。乳脂肪分に代えて植物油脂を用いることにより、より低コストで、乳風味の
飲食品を製造することが可能になる。
【０００４】
　乳風味を付与するための香料組成物として、特許文献１には、ラクトン類と、脂肪酸類
及び油脂加水分解物の群から選ばれる少なくとも１種以上からなる成分とを含有する乳系
香料組成物が開示されている。また、特許文献２には、乳脂肪含有量を低減させることに
より低減するコクを補うものとして、３－メチルノナン－２,４－ジオンとラクトン類及
びエステル類よりなる群から選ばれる少なくとも１種の香味料とを含有する香味料組成物
が開示されている。その他、特許文献３には、脂肪様の風味を改善するための組成物であ
って、遊離脂肪酸又はその塩と乳化剤とを含有する組成物が開示されており、特許文献４
には、バター様の風味を有する油脂含有組成物であって、含硫化合物、脂肪酸誘導体、脂
肪酸、及びラクトンを含有する組成物が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２００５－０１５６８５号公報
【特許文献２】特開２００３－０５２３３０号公報
【特許文献３】国際公開第２０１０／０３５７０４号
【特許文献４】特開２０１２－０５０３５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１等に記載されているように、植物油脂に脂肪酸を含有させることにより、乳
風味を有する組成物とすることができる。しかしながら、脂肪酸類や油脂加水分解物は、
特有の苦味を有しているため、脂肪酸等を含有させた植物油脂を飲食品に配合すると、乳
風味だけではなく、苦味も付与されてしまう場合がある。植物油脂に対する脂肪酸等の含
有量を低下させることにより、飲食品に苦味が付与されることは防止できるものの、付与
される乳風味も不充分となる。なお、特許文献１に記載の香料組成物では、脂肪酸類等に
加えてラクトン類等を併用しているが、単にこれらを併用した香味料組成物では、脂肪酸
類等由来の苦味を抑えて充分な乳風味を付与することは困難である。
【０００７】
　本発明は、脂肪酸類又は油脂加水分解物を含有するにもかかわらず、苦味が非常に少な
く、乳風味が良好な油脂含有組成物、当該油脂含有組成物を用いた嗜好性飲料用組成物、
油脂含有乳風味飲食品の製造方法、及び乳風味組成物の苦味低減方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究した結果、植物油脂に、脂肪酸類及び／
又は油脂加水分解物と、ラクトン類と、ケトン類とを含有させることにより、乳風味を付
与することができること、脂肪酸類等は苦味を有するが、脂肪酸類等とラクトン類とケト
ン類の含有量を特定の範囲内に調整することにより、脂肪酸類等由来の苦味を抑えつつ、
乳風味をより高められることを見出し、本発明を完成させた。
【０００９】
［１］本発明の第一の態様に係る油脂含有乳風味飲料は、（Ａ）植物油脂と、（Ｂ）炭素
数８～２０の脂肪酸類及び油脂加水分解物からなる群より選択される１種以上と、（Ｃ）
炭素数６～１４のラクトン類と、（Ｄ）炭素数４～１３のケトン類とを含有し、前記（Ａ
）１００質量部に対して、前記（Ｂ）を０．００５～１．０質量部、前記（Ｃ）を０．０
０００２５～０．０１質量部、前記（Ｄ）を０．００００００５～０．０００７５質量部
含有することを特徴とする。
［２］前記［１］の油脂含有乳風味飲料においては、前記（Ｂ）が、オクタン酸、デカン
酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、ペンタデカン酸、パルミチン酸、パルミトレイン酸、ス
テアリン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、γ－リノレン酸、アラキジン酸、エ
イコセン酸、アラキドン酸、及びエイコサペンタエン酸からなる群より選択される１種以
上であることが好ましい。
［３］前記［１］又は［２］の油脂含有乳風味飲料においては、前記（Ｃ）が、γ－カプ
ロラクトン、γ－ヘプタラクトン、γ－オクタラクトン、γ－ノナラクトン、γ－デカラ
クトン、γ－ウンデカラクトン、γ－ドデカラクトン、γ－トリデカラクトン、γ－テト
ラデカラクトン、δ－カプロラクトン、δ－オクタラクトン、δ－ノナラクトン、δ－デ
カラクトン、δ－ウンデカラクトン、δ－ドデカラクトン、δ－トリデカラクトン、及び
δ－テトラデカラクトンからなる群より選択される１種以上であり、前記（Ｄ）が、アセ
トイン、ジアセチル、２、３－ペンタジオン、２、３－ヘキサジオン、２－ヘプタノン、
２－オクタノン、３－オクタノン、２－ノナノン、２－デカノン、２－ウンデカノン、及
び２－トリデカノンからなる群より選択される１種以上であることが好ましい。
［４］本発明の第二の態様に係る油脂含有乳風味飲料の苦味低減方法は、１００質量部の
（Ａ）植物油脂に対して、０．００５～１．０質量部の（Ｂ）炭素数８～２０の脂肪酸類
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及び油脂加水分解物からなる群より選択される１種以上を含有する油脂含有飲料に、さら
に、前記（Ａ）１００質量部に対して、０．００００２５～０．０１質量部の（Ｃ）炭素
数６～１４のラクトン類と、０．００００００５～０．０００７５質量部の（Ｄ）炭素数
４～１３のケトン類とを含有させることを特徴とする。
［５］本発明の第三の態様に係る油脂含有乳風味飲料の製造方法は、１００質量部の（Ａ
）植物油脂に対して、０．００５～１．０質量部の（Ｂ）炭素数８～２０の脂肪酸類及び
油脂加水分解物からなる群より選択される１種以上と、０．００００２５～０．０１質量
部の（Ｃ）炭素数６～１４のラクトン類と、０．００００００５～０．０００７５質量部
の（Ｄ）炭素数４～１３のケトン類とを含有させることを特徴とする。
［６］前記［５］の油脂含有乳風味飲料の製造方法においては、前記（Ｂ）の含有量を１
～２００質量ｐｐｍ、前記（Ｃ）の含有量を０．００５～２質量ｐｐｍ、前記（Ｄ）の含
有量を０．１～１５０質量ｐｐｂとすることが好ましい。
［７］前記［５］又は［６］の油脂含有乳風味飲料の製造方法においては、原料として、
さらに、乳原料及びクリーミングパウダーからなる群より選択される１種以上を用いるこ
とが好ましい。
［８］前記［５］～［７］のいずれかの油脂含有乳風味飲料の製造方法においては、前記
（Ｂ）が、オクタン酸、デカン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、ペンタデカン酸、パルミ
チン酸、パルミトレイン酸、ステアリン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、γ-
リノレン酸、アラキジン酸、エイコセン酸、アラキドン酸、及びエイコサペンタエン酸か
らなる群より選択される１種以上であり、前記（Ｃ）が、γ－カプロラクトン、γ－ヘプ
タラクトン、γ－オクタラクトン、γ－ノナラクトン、γ－デカラクトン、γ－ウンデカ
ラクトン、γ－ドデカラクトン、γ－トリデカラクトン、γ－テトラデカラクトン、δ－
カプロラクトン、δ－オクタラクトン、δ－ノナラクトン、δ－デカラクトン、δ－ウン
デカラクトン、δ－ドデカラクトン、δ－トリデカラクトン、及びδ－テトラデカラクト
ンからなる群より選択される１種以上であり、前記（Ｄ）が、アセトイン、ジアセチル、
２、３－ペンタジオン、２、３－ヘキサジオン、２－ヘプタノン、２－オクタノン、３－
オクタノン、２－ノナノン、２－デカノン、２－ウンデカノン、及び２－トリデカノンか
らなる群より選択される１種以上であることが好ましい。
［９］本発明の第四の態様に係る嗜好性飲料用組成物は、原料として、（Ａ）植物油脂と
、（Ｂ）炭素数８～２０の脂肪酸類と、（Ｃ）炭素数６～１４のラクトン類及び油脂加水
分解物からなる群より選択される１種以上と、（Ｄ）炭素数４～１３のケトン類と、（Ｅ
）乳原料及びクリーミングパウダーからなる群より選択される１種以上と、（Ｆ）嗜好性
飲料の可溶性固形分と、を含有し、前記（Ａ）１００質量部に対して、前記（Ｂ）を０．
００５～１．０質量部、前記（Ｃ）を０．００００２５～０．０１質量部、前記（Ｄ）を
０．００００００５～０．０００７５質量部含有することを特徴とする。
［１０］前記［９］の嗜好性飲料用組成物としては、前記（Ｂ）が、オクタン酸、デカン
酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、ペンタデカン酸、パルミチン酸、パルミトレイン酸、ス
テアリン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、γ-リノレン酸、アラキジン酸、エ
イコセン酸、アラキドン酸、及びエイコサペンタエン酸からなる群より選択される１種以
上であり、前記（Ｃ）が、γ－カプロラクトン、γ－ヘプタラクトン、γ－オクタラクト
ン、γ－ノナラクトン、γ－デカラクトン、γ－ウンデカラクトン、γ－ドデカラクトン
、γ－トリデカラクトン、γ－テトラデカラクトン、δ－カプロラクトン、δ－オクタラ
クトン、δ－ノナラクトン、δ－デカラクトン、δ－ウンデカラクトン、δ－ドデカラク
トン、δ－トリデカラクトン、及びδ－テトラデカラクトンからなる群より選択される１
種以上であり、前記（Ｄ）が、アセトイン、ジアセチル、２、３－ペンタジオン、２、３
－ヘキサジオン、２－ヘプタノン、２－オクタノン、３－オクタノン、２－ノナノン、２
－デカノン、２－ウンデカノン、及び２－トリデカノンからなる群より選択される１種以
上であることが好ましい。
［１１］前記［９］又は［１０］の嗜好性飲料用組成物としては、前記嗜好性飲料が、コ
ーヒー飲料、紅茶飲料、ココア飲料、又は抹茶飲料であることが好ましい。
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【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、植物油脂に、脂肪酸類及び／又は油脂加水分解物とラクトン類とケトン
類とをそれぞれ特定の範囲内の配合量で含有させることにより、苦味を抑えつつ、乳風味
が高い、乳脂代替物として非常に優れた油脂含有乳風味組成物、及び当該組成物を用いた
飲食品やその製造方法等を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
＜油脂含有乳風味組成物、乳風味組成物の苦味低減方法＞
　本発明に係る油脂含有乳風味組成物（以下、「本発明に係る乳風味組成物」ということ
がある。）は、（Ａ）植物油脂と、（Ｂ）炭素数８～２０の脂肪酸類及び油脂加水分解物
からなる群より選択される１種以上と、（Ｃ）炭素数６～１４のラクトン類と、（Ｄ）炭
素数４～１３のケトン類とを含有する。植物油脂に、脂肪酸類及び／又は油脂加水分解物
と、ラクトン類と、ケトン類を組み合わせて含有させることにより、植物油脂を主原料と
するにもかかわらず乳風味を有する組成物を得ることができる。
【００１２】
　成分（Ａ）の植物油脂としては、食用油であれば特に限定されず、天然油であってもよ
く、加工油であってもよく、合成油であってもよい。当該食用油としては、例えば、パー
ム油、パーム核油、ヤシ油（ココナッツオイル）、硬化ヤシ油、菜種油（キャノーラ油）
、コーン油、大豆油、こめ油、サフラワー油（ベニバナ油）、綿実油、ひまわり油、中鎖
脂肪酸トリグリセリド等が挙げられる。これらの植物油脂のうち、特にパーム油、パーム
核油、ヤシ油、硬化ヤシ油、菜種油、又は中鎖脂肪酸トリグリセリドが好ましく用いられ
る。また、成分（Ａ）の植物油脂としては、１種類のみであってもよく、２種類以上を組
み合わせて用いてもよい。
【００１３】
　成分（Ｂ）の脂肪酸類は、炭素数８～２０である。当該脂肪酸類としては、飽和脂肪酸
であってもよく、不飽和脂肪酸であってもよい。また、炭化水素基部分が、直鎖状であっ
てもよく、分岐鎖状であってもよい。当該脂肪酸類としては、具体的には、オクタン酸、
デカン酸、ラウリン酸（ドデカン酸）、ミリスチン酸（テトラデカン酸）、ペンタデカン
酸、パルミチン酸（ヘキサデカン酸）、パルミトレイン酸（９－ヘキサデセン酸）、ヘプ
タデカン酸、ステアリン酸（オクタデカン酸）、オレイン酸（ｃｉｓ－９－オクタデセン
酸）、１１－オクタデセン酸、リノール酸（ｃｉｓ，ｃｉｓ－９，１２－オクタデカジエ
ン酸）、（９，１２，１５）－リノレン酸（９，１２，１５－オクタデカントリエン酸）
、γ－リノレン酸（６，９，１２－オクタデカトリエン酸）、９，１１，１３－オクタデ
カトリエン酸、アラキジン酸（エイコサン酸)、エイコセン酸、アラキドン酸（５，８，
１１－エイコサテトラエン酸）、及びエイコサペンタエン酸が挙げられる。
【００１４】
　成分（Ｂ）の油脂加水分解物は、乳脂、牛脂、豚脂又は魚油等の動物性油脂の加水分解
物であってもよく、植物油脂の加水分解物であってもよい。当該植物油脂としては、成分
（Ａ）で挙げられたものと同様のものが挙げられる。油脂の加水分解方法としては、加水
分解酵素による分解であってもよく、酸処理又はアルカリ処理による加水分解であっても
よい。当該加水分解酵素としては、動物由来リパーゼであってもよく、微生物由来リパー
ゼであってもよい。
【００１５】
　成分（Ｂ）としては、１種又は２種以上の脂肪酸類を用いてもよく、１種又は２種以上
の油脂加水分解物を用いてもよく、１種又は２種以上の脂肪酸類と１種又は２種以上の油
脂加水分解物を併用してもよい。本発明において用いられる成分（Ｂ）としては、１種又
は２種以上の脂肪酸類が好ましく、オクタン酸、デカン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、
ペンタデカン酸、パルミチン酸、パルミトレイン酸、ステアリン酸、オレイン酸、リノー
ル酸、リノレン酸、γ-リノレン酸、アラキジン酸、エイコセン酸、アラキドン酸、及び
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エイコサペンタエン酸からなる群より選択される１種以上であることがより好ましい。中
でも、炭素数１２～１８の脂肪酸類であることが好ましく、ラウリン酸、ミリスチン酸、
ペンタデカン酸、パルミチン酸、及びステアリン酸からなる群より選択される１種以上で
あることがより好ましい。
【００１６】
　成分（Ｃ）のラクトン類は、炭素数６～１４である。当該ラクトン類としては、５員環
ラクトン又は６員環ラクトンが好ましく、具体的には、γ－カプロラクトン、γ－ヘプタ
ラクトン、γ－オクタラクトン、γ－ノナラクトン、γ－デカラクトン、７－デセン－４
－オリド、３－メチル－４－デセン－４－オリド、３－メチル－５－デセン－４－オリド
、γ－ウンデカラクトン、γ－ドデカラクトン、γ－トリデカラクトン、γ－テトラデカ
ラクトン、δ－カプロラクトン、δ－オクタラクトン、２－オクテン－５－オリド、４－
メチル－５－オクタノリド、δ－ノナラクトン、２－ノネン－５－オリド、４－メチル－
５－ノナノリド、δ－デカラクトン、２－デセン－５－オリド、４－メチル－５－デカノ
リド、δ－ウンデカラクトン、２－ウンデセン－５－オリド、４－メチル－５－ウンデカ
ノリド、δ－ドデカラクトン、２－ドデセン－５－オリド、４－メチル－５－ドデカノリ
ド、δ－トリデカラクトン、及びδ－テトラデカラクトンが挙げられる。
【００１７】
　成分（Ｃ）としては、１種のラクトンを用いてもよく、２種類以上のラクトンを組み合
わせて用いてもよい。本発明において用いられる成分（Ｃ）としては、γ－カプロラクト
ン、γ－ヘプタラクトン、γ－オクタラクトン、γ－ノナラクトン、γ－デカラクトン、
γ－ウンデカラクトン、γ－ドデカラクトン、γ－トリデカラクトン、γ－テトラデカラ
クトン、δ－カプロラクトン、δ－オクタラクトン、δ－ノナラクトン、δ－デカラクト
ン、δ－ウンデカラクトン、δ－ドデカラクトン、δ－トリデカラクトン、及びδ－テト
ラデカラクトンからなる群より選択される１種以上であることが好ましい。中でも、炭素
数８～１２のラクトン類であることが好ましく、γ－オクタラクトン、γ－ノナラクトン
、γ－デカラクトン、γ－ウンデカラクトン、γ－ドデカラクトン、δ－オクタラクトン
、δ－ノナラクトン、δ－デカラクトン、δ－ウンデカラクトン、及びδ－ドデカラクト
ンからなる群より選択される１種以上であることがより好ましい。
【００１８】
　成分（Ｄ）のケトン類は、炭素数４～１３である。当該ケトン類としては、アセトイン
（３－ヒドロキシ－２－ブタノン）、ジアセチル（２、３－ブタンジオン）、２、３－ペ
ンタジオン、２、３－ヘキサジオン、２－ヘプタノン、２－オクタノン、３－オクタノン
、１－オクテン－３－オン、２－ノナノン、３－ノナノン、８－ノネン－２－オン、２－
ウンデカノン、３－ウンデカノン、４－ウンデカノン、５－ウンデカノン、２－ドデカノ
ン、３－ドデカノン、４－ドデカノン、５－ドデカノン、２－トリデカノン、及び３－ト
リデカノンが挙げられる。
【００１９】
　成分（Ｄ）としては、１種のケトンを用いてもよく、２種類以上のケトンを組み合わせ
て用いてもよい。本発明において用いられる成分（Ｄ）としては、アセトイン、ジアセチ
ル、２、３－ペンタジオン、２、３－ヘキサジオン、２－ヘプタノン、２－オクタノン、
３－オクタノン、２－ノナノン、２－デカノン、２－ウンデカノン、及び２－トリデカノ
ンからなる群より選択される１種以上であることが好ましい。中でも、炭素数７～１１の
ケトン類であることが好ましく、２－ヘプタノン、２－オクタノン、３－オクタノン、２
－ノナノン、２－デカノン、及び２－ウンデカノンからなる群より選択される１種以上で
あることがより好ましい。
【００２０】
　本発明に係る乳風味組成物は、成分（Ａ）１００質量部に対して、成分（Ｂ）を０．０
０５～１．０質量部、成分（Ｃ）を０．００００２５～０．０１質量部（０．２５～１０
０質量ｐｐｍ）、成分（Ｄ）を０．００００００５～０．０００７５質量部（０．００５
～７．５質量ｐｐｍ）含有する。植物油脂に対して、脂肪酸類等とラクトン類とケトン類
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を、含有量比が特定の範囲内となるように配合することにより、脂肪酸類等に由来する苦
味を抑制しつつ、乳風味に非常に優れた乳風味組成物を得ることができる。
【００２１】
　言い換えると、成分（Ａ）の植物油脂と、成分（Ｂ）の脂肪酸類及び油脂加水分解物か
らなる群より選択される１種以上とを含有する油脂含有乳風味組成物において、さらに、
成分（Ｃ）のラクトン類と成分（Ｄ）のケトン類を含有させ、かつそれぞれの含有割合を
、１００質量部の成分（Ａ）に対して、成分（Ｂ）の含有量を０．００５～１．０質量部
とし、成分（Ｃ）の含有量を０．００００２５～０．０１質量部とし、成分（Ｄ）の含有
量を０．００００００５～０．０００７５質量部とすることにより、乳風味をさらに向上
させつつ、成分（Ｂ）の脂肪酸類等に由来する苦味を低減させることができる。
【００２２】
　本発明に係る乳風味組成物における成分（Ｂ）の含有量は、成分（Ａ）１００質量部に
対して、０．０２５～０．７５質量部が好ましく、０．０５～０．５質量部がより好まし
い。
　本発明に係る乳風味組成物における成分（Ｃ）の含有量は、成分（Ａ）１００質量部に
対して、０．０００２５～０．００７５質量部（２．５～７５質量ｐｐｍ）が好ましく、
０．０００５～０．００５質量部（５～５０質量ｐｐｍ）がより好ましい。
　本発明に係る乳風味組成物における成分（Ｄ）の含有量は、成分（Ａ）１００質量部に
対して、０．００００１～０．０００５質量部（０．１～５質量ｐｐｍ）が好ましく、０
．００００２５～０．０００２５質量部（０．２５～２．５質量ｐｐｍ）がより好ましい
。
【００２３】
　本発明に係る乳風味組成物は、本発明の効果を損なわない限りにおいて、成分（Ａ）～
（Ｄ）以外のその他の成分を含有していてもよい。当該他の成分としては、例えば、甘味
料、香料（但し、成分（Ｃ）及び成分（Ｄ）は除く。）、賦形剤、結合剤、流動性改良剤
（固結防止剤）、酸化防止剤、ｐＨ調整剤、乳化剤等が挙げられる。
【００２４】
　甘味料としては、砂糖、ショ糖、オリゴ糖、ブドウ糖、果糖等の糖類、ソルビトール、
マルチトール、エリスリトール等の糖アルコール、アスパルテーム、アセスルファムカリ
ウム、スクラロース等の高甘味度甘味料、ステビア等が挙げられる。
【００２５】
　賦形剤や結合剤としては、デキストリン等の澱粉分解物、麦芽糖、トレハロース等の糖
類、難消化性デキストリン等の食物繊維、カゼイン等のタンパク質等が挙げられる。中で
も、インスタント紅茶用組成物やインスタントコーヒー用組成物に汎用されているデキス
トリンが好ましい。なお、賦形剤や結合剤は、造粒時の担体としても用いられる。
　流動性改良剤としては、微粒酸化ケイ素、第三リン酸カルシウム等の加工用製剤が用い
られてもよい。
【００２６】
　酸化防止剤としては、例えば、ビタミンＣ（アスコルビン酸）、ビタミンＥ（トコフェ
ロール）、ＢＨＴ（ジブチルヒドロキシトルエン）、ＢＨＡ（ブチルヒドロキシアニソー
ル）、エリソルビン酸ナトリウム、没食子酸プロピル、亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、
クロロゲン酸、カテキン等が挙げられる。
【００２７】
　ｐＨ調整剤としては、例えば、クエン酸、コハク酸、酢酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸。
グルコン酸等の有機酸や、リン酸等の無機酸、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム（重炭
酸ナトリウム）、二酸化炭素等が挙げられる。
【００２８】
　乳化剤としては、例えば、モノグリセライド、ジグリセライド、有機酸モノグリセライ
ド、ポリグリセリンエステル等のグリセリン脂肪酸エステル系乳化剤；ソルビタンモノス
テアレート、ソルビタンモノオレエート等のソルビタン脂肪酸エステル系乳化剤；プロピ
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レングリコールモノステアレート、プロピレングリコールモノパルミテート、プロピレン
グリコールオレエート等のプロピレングリコール脂肪酸エステル系乳化剤；ショ糖ステア
リン酸エステル、ショ糖パルミチン酸エステル、ショ糖オレイン酸エステル等のシュガー
エステル系乳化剤；レシチン、レシチン酵素分解物等のレシチン系乳化剤等が挙げられる
。なお、乳化剤の中には、前記成分（Ｂ）を含有しているものもある。本発明に係る乳風
味組成物が、乳化剤を含む場合、前記成分（Ｂ）には乳化剤由来のものも含まれる。
【００２９】
　本発明に係る乳風味組成物は、成分（Ａ）～（Ｄ）に加えて、乳原料やクリーミングパ
ウダー（クリームの代用として、紅茶、コーヒー等の嗜好性飲料に添加される粉末）を含
有していることも好ましい。
【００３０】
　乳原料としては、全脂粉乳、脱脂粉乳、ホエイパウダー、牛乳、低脂肪乳、濃縮乳、脱
脂濃縮乳、乳糖、生クリーム、バター、クリームチーズ等が挙げられる。
【００３１】
　クリーミングパウダーは、ヤシ油、パーム油、パーム核油、大豆油、コーン油、綿実油
、ナタネ油、乳脂、牛脂、豚脂等の食用油脂；シヨ糖、グルコース、澱粉加水分解物等の
糖質；カゼインナトリウム、第二リン酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、脱脂粉乳、乳
化剤等のその他の原料等を、望まれる品質特性に応じて選択し、水に分散し、均質化し、
乾燥することによって製造できる。本発明に係る乳風味組成物が含有するクリーミングパ
ウダーとしては、植物性油脂と、コーンシロップ等の澱粉加水分解物と、乳タンパク質と
を少なくとも含むものが好ましく、乳脂肪分と乳タンパク質とを少なくとも含むものであ
ってもよい。
【００３２】
　クリーミングパウダーは、例えば、食用油脂をはじめとする原料を水中で混合し、次い
で乳化機等で水中油型乳化液（Ｏ／Ｗエマルション）とした後、水分を除去することによ
って製造することができる。水分を除去する方法としては、噴霧乾燥、噴霧凍結、凍結乾
燥、凍結粉砕、押し出し造粒法等、任意の方法を選択して行うことができる。得られたク
リーミングパウダーは、必要に応じて、分級、造粒及び粉砕等を行ってもよい。
【００３３】
　本発明に係る乳風味組成物は、例えば、成分（Ａ）～（Ｄ）、及び必要に応じてその他
の成分を適宜混合することにより製造できる。これらの原料を混合する順番は特に限定さ
れるものではなく、全ての原料を一度に混合してもよく、各原料を順次混合してもよい。
本発明に係る乳風味組成物に成分（Ａ）～（Ｄ）を含有させるための原料としては、精製
又は粗精製されたものを用いてもよく、これらのうち１種又は２種以上を含有する食品素
材若しくは各種添加剤を用いてもよい。例えば、成分（Ｂ）としては、精製又は粗精製さ
れた脂肪酸類等を原料としてもよく、脂肪酸類等を主成分とする乳化剤等を原料として用
いることもできる。また、成分（Ｃ）及び（Ｄ）としては、精製又は粗精製されたラクト
ン類やケトン類を原料としてもよく、これらを含有する香料等を原料として用いてもよい
。
【００３４】
　本発明に係る乳風味組成物は、植物油脂を主原料としながら、乳風味に優れており、乳
脂の代替品として特に好適である。本発明に係る乳風味組成物を原料とすることにより、
乳脂を含有しない、又は乳脂の含有量を低減させたにもかかわらず、乳風味の強い飲食品
を製造することができる。
【００３５】
＜油脂含有乳風味飲食品の製造方法＞
　本発明に係る油脂含有乳風味飲食品の製造方法は、１００質量部の（Ａ）植物油脂に対
して、０．００５～１．０質量部の（Ｂ）炭素数８～２０の脂肪酸類及び油脂加水分解物
からなる群より選択される１種以上と、０．００００２５～０．０１質量部の（Ｃ）炭素
数６～１４のラクトン類と、０．００００００５～０．０００７５質量部の（Ｄ）炭素数
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４～１３のケトン類とを含有させることを特徴とする。成分（Ａ）～（Ｄ）は、本発明に
係る乳風味組成物が含有する前記成分（Ａ）～（Ｄ）にそれぞれ相当する。
【００３６】
　本発明に係る油脂含有乳風味飲食品の製造方法において、最終的に製造される油脂含有
乳風味飲食品中の成分（Ｂ）の含有量は、成分（Ａ）１００質量部に対して、０．０２５
～０．７５質量部が好ましく、０．０５～０．５質量部がより好ましい。同様に、成分（
Ｃ）の含有量は、成分（Ａ）１００質量部に対して、０．０００２５～０．００７５質量
部（２．５～７５質量ｐｐｍ）が好ましく、０．０００５～０．００５質量部（５～５０
質量ｐｐｍ）がより好ましく、成分（Ｄ）の含有量は、成分（Ａ）１００質量部に対して
、０．００００１～０．０００５質量部（０．１～５質量ｐｐｍ）が好ましく、０．００
００２５～０．０００２５質量部（０．２５～２．５質量ｐｐｍ）がより好ましい。
【００３７】
　本発明に係る油脂含有乳風味飲食品の製造方法において、最終的に製造される油脂含有
乳風味飲食品中の成分（Ｂ）の含有量は、１～２００質量ｐｐｍが好ましく、５～１５０
質量ｐｐｍがより好ましく、１０～１００質量ｐｐｍがさらに好ましい。同様に、最終的
に製造される油脂含有乳風味飲食品中の成分（Ｃ）の含有量は、０．００５～２質量ｐｐ
ｍが好ましく、０．０５～１．５質量ｐｐｍがより好ましく、０．１～１質量ｐｐｍがさ
らに好ましい。最終的に製造される油脂含有乳風味飲食品中の成分（Ｄ）の含有量は、０
．１～１５０質量ｐｐｂが好ましく、２～１００質量ｐｐｂがより好ましく、５～５０質
量ｐｐｂがさらに好ましい。
【００３８】
　本発明に係る油脂含有乳風味飲食品の製造方法においては、用いる原料や配合比を調節
することにより、製品中の成分（Ａ）～（Ｄ）の含有割合が所定の範囲内となるようにす
る。当該製造方法においては、原料として、成分（Ａ）～（Ｄ）を全て含有する原料を用
いてもよく、成分（Ａ）と成分（Ｂ）と成分（Ｃ）と成分（Ｄ）をそれぞれ単独で原料と
して用いてもよく、成分（Ａ）～（Ｄ）のうちの２種以上を含有する原料を用いてもよい
。例えば、本発明に係る乳風味組成物を原料として用いることも好ましい。
【００３９】
　本発明に係る油脂含有乳風味飲食品の製造方法において、製造される油脂含有乳風味飲
食品としては、植物油脂を含有し、かつ乳風味を有するものであれば特に限定されるもの
ではなく、食品であってもよく、飲料であってもよい。特に、強い乳風味が好ましいとさ
れる乳製品や乳製品を原料とする飲食品が好ましい。当該飲食品としては、例えば、乳原
料及びクリーミングパウダーからなる群より選択される１種以上を原料として含有する飲
食品が挙げられる。乳原料及びクリーミングパウダーとしては、本発明に係る乳風味組成
物が含有していてもよいその他の成分で挙げられたものを用いることができる。
【００４０】
　具体的には、油脂含有乳風味食品としては、マーガリン、ファットスプレッド等が挙げ
られる。また、油脂含有乳風味飲料としては、乳原料やクリーミングパウダーを含有する
嗜好性飲料や果汁飲料等が挙げられる。なお、「嗜好性飲料」とは、紅茶、緑茶、ウーロ
ン茶等の茶飲料、ハーブティー、コーヒー、ココア、又はこれらの混合飲料を意味する。
ハーブティーの原料としては、ハイビスカス、ローズヒップ、ペパーミント、カモミール
、レモングラス、レモンバーム、ラベンダー等が挙げられる。本発明においては、油脂含
有乳風味飲食品が、嗜好性飲料であることが好ましく、コーヒー飲料、紅茶飲料、ココア
飲料、又は抹茶飲料であって乳原料やクリーミングパウダーを含有するものがより好まし
い。
【００４１】
＜嗜好性飲料用組成物＞
　本発明に係る嗜好性飲料用組成物（以下、「本発明に係る飲料用組成物」）は、原料と
して、（Ａ）植物油脂と、（Ｂ）炭素数８～２０の脂肪酸類及び油脂加水分解物からなる
群より選択される１種以上と、（Ｃ）炭素数６～１４のラクトン類と、（Ｄ）炭素数４～
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１３のケトン類と、（Ｅ）乳原料及びクリーミングパウダーからなる群より選択される１
種以上と、（Ｆ）嗜好性飲料の可溶性固形分と、を含有し、前記（Ａ）１００質量部に対
して、前記（Ｂ）を０．００５～１．０質量部、前記（Ｃ）を０．００００２５～０．０
１質量部、前記（Ｄ）を０．００００００５～０．０００７５質量部含有することを特徴
とする。
【００４２】
　成分（Ａ）～（Ｄ）は、本発明に係る乳風味組成物が含有する前記成分（Ａ）～（Ｄ）
にそれぞれ相当する。本発明に係る飲料用組成物中の成分（Ｂ）の含有量は、成分（Ａ）
１００質量部に対して、０．０２５～０．７５質量部が好ましく、０．０５～０．５質量
部がより好ましい。同様に、成分（Ｃ）の含有量は、成分（Ａ）１００質量部に対して、
０．０００２５～０．００７５質量部（２．５～７５質量ｐｐｍ）が好ましく、０．００
０５～０．００５質量部（５～５０質量ｐｐｍ）がより好ましく、成分（Ｄ）の含有量は
、成分（Ａ）１００質量部に対して、０．００００１～０．０００５質量部（０．１～５
質量ｐｐｍ）が好ましく、０．００００２５～０．０００２５質量部（０．２５～２．５
質量ｐｐｍ）がより好ましい。本発明に係る飲料用組成物が乳化剤を含む場合、成分（Ｂ
）には乳化剤由来のものも含まれる。
【００４３】
　成分（Ｅ）の乳原料及びクリーミングパウダーとしては、本発明に係る乳風味組成物が
含有していてもよいその他の成分で挙げられたものを用いることができる。本発明に係る
飲料用組成物としては、成分（Ｅ）として、乳原料のみを含有するものであってもよく、
クリーミングパウダーのみを含有するものであってもよく、乳原料とクリーミングパウダ
ーの両方を含有するものであってもよい。本発明に係る乳風味組成物としては、成分（Ｅ
）として、脱脂粉乳を含有するものが好ましい。
【００４４】
　成分（Ｆ）の嗜好性飲料の可溶性固形分は、茶葉やコーヒー豆等の嗜好性原料から抽出
された可溶性の固形分であり、粉末であってもよく、水溶液であってもよい。保存安定性
が良好であるため、本発明に係る飲料用組成物としては、粉末の可溶性固形分を原料とす
ることが好ましい。粉末の可溶性固形分としては、具体的には、インスタント紅茶粉末、
インスタント緑茶粉末、インスタントウーロン茶粉末、インスタントハーブティー粉末、
インスタントコーヒー粉末、ココアパウダー、及びこれらのうちの２種類以上の混合粉末
等が挙げられる。
【００４５】
　粉末又は水溶系である嗜好性飲料の可溶性固形分は、常法により製造することができ、
また、市販されているものを用いてもよい。例えば、茶飲料の粉末状の可溶性固形分は、
紅茶葉、緑茶葉（生茶葉）、ウーロン茶葉等の茶葉から熱水を用いて可溶性の固形分を抽
出し、得られた抽出物を乾燥することにより得られる。また、インスタントコーヒー粉末
は、焙煎したコーヒー豆から熱水を用いて可溶性の固形分を抽出し、得られた抽出物を乾
燥することにより得られる。インスタントハーブティー粉末は、ハーブの原料から熱水を
用いて可溶性の固形分を抽出し、得られた抽出物を乾燥することにより得られる。茶葉や
コーヒー豆等の嗜好性飲料の原料としては、一般的に嗜好性飲料に使用されているものを
用いることができる。得られた抽出物の乾燥方法としては、凍結乾燥、噴霧乾燥、真空乾
燥等が挙げられる。また、茶葉やコーヒー豆からの抽出物は、乾燥前に、必要に応じて濃
縮してもよい。当該濃縮方法としては、熱濃縮方法、冷凍濃縮方法、逆浸透膜や限外濾過
膜等を用いた膜濃縮方法等の汎用されている濃縮方法により行うことができる。
【００４６】
　本発明に係る飲料用組成物においては、望まれる品質特性によってその他の原料をさら
に用いることができる。当該その他の原料としては、インスタント紅茶飲料やインスタン
トコーヒー飲料等に配合可能な成分が挙げられる。具体的には、甘味料、香料（但し、成
分（Ｃ）及び成分（Ｄ）は除く。）、賦形剤、結合剤、流動性改良剤（固結防止剤）、酸
化防止剤、ｐＨ調整剤、乳化剤等が挙げられる。甘味料、賦形剤、結合剤、流動性改良剤
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もよいその他の成分で挙げられたものを用いることができる。さらに、必要に応じて着色
料を添加して色調を調整することもできる。また、必要に応じて、茶類やハーブ、コーヒ
ー等を抽出することなく微粉砕したものを混ぜてもよい。
【００４７】
　本発明に係る飲料用組成物は、成分（Ａ）～（Ｅ）と、必要に応じてその他の原料とを
、混合することによって製造される。混合の順番は特に限定されるものではなく、全ての
原料を同時に混合してもよく、順次混合させてもよい。また、成分（Ａ）～（Ｅ）はそれ
ぞれ別個に原料として配合してもよく、予め、成分（Ａ）～（Ｄ）のみを混合した混合物
を調製しておき、当該混合物と、成分（Ｅ）と成分（Ｆ）と必要に応じてその他の原料と
を、混合してもよい。特に、本発明に係る飲料用組成物に成分（Ｂ）～（Ｄ）を含有させ
るための原料としては、精製又は粗精製されたものを用いてもよく、これらのうち１種又
は２種以上を含有する食品素材若しくは各種添加剤を用いてもよい。
【００４８】
　全ての原料が粉末の場合には、全ての原料をそのまま混合することによって、粉末の飲
料用組成物が製造される。一方で、全ての原料が液状の場合には、全ての原料をそのまま
混合することによって、液状の飲料用組成物が製造される。
【００４９】
　粉末原料と液状の原料を用いる場合、粉末の原料を全て予め混合し、得られた混合粉末
に、液状の原料の混合液を噴霧して乾燥させることによって、粉末の飲料用組成物が製造
される。例えば、本発明に係る飲料用組成物は、水、アルコール類、グリセリン類、又は
これらの混合溶媒に溶解させたデキストリンを、固形状の原料を全て混合した混合物の造
粒時噴霧した後、得られた造粒物を乾燥させることによって製造できる。逆に、液状の原
料の混合液に、粉末の原料を溶解又は分散させることによって、液状の飲料用組成物が製
造される。
【００５０】
　本発明に係る飲料用組成物中の成分（Ｂ）の含有量は、水に溶解させて調製された嗜好
性飲料中の成分（Ｂ）の含有量が、好ましくは１～２００質量ｐｐｍ、より好ましくは５
～１５０質量ｐｐｍ、さらに好ましくは１０～１００質量ｐｐｍとなるように調整されて
いることが好ましい。同様に、本発明に係る飲料用組成物中の成分（Ｃ）の含有量は、水
に溶解させて調製された嗜好性飲料中の成分（Ｃ）の含有量が、好ましくは０．００５～
２質量ｐｐｍ、より好ましくは０．０５～１．５質量ｐｐｍ、さらに好ましくは０．１～
１質量ｐｐｍとなるように調整されていることが好ましい。本発明に係る飲料用組成物中
の成分（Ｄ）の含有量は、水に溶解させて調製された嗜好性飲料中の成分（Ｄ）の含有量
が、好ましくは０．１～１５０質量ｐｐｂ、より好ましくは２～１００質量ｐｐｂ、さら
に好ましくは５～５０質量ｐｐｂとなるように調整されていることが好ましい。
【実施例】
【００５１】
　次に実施例等を示して本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は以下の実施例等に限
定されるものではない。なお、以下の実施例等において、特に記載がない限り、「％」は
「質量％」、「ｐｐｍ」は「質量ｐｐｍ」を意味する。
【００５２】
　また、以降の実施例等において、飲料の乳（ミルク）風味、苦味の強さ、及び総合評価
は、表１に記載の基準（５点評価）で評価した。苦味の強さは、スコア（評点）が低いほ
どよいとした。
【００５３】



(13) JP 6520397 B2 2019.5.29

10

20

30

40

【表１】

【００５４】
［実施例１～５、比較例１～５］
　脂肪分としてココナッツオイルのみを含有するミルクコーヒー飲料に、表２～３に示す
ように脂肪酸類、ラクトン類、及びケトン類を含有させ、乳風味と苦味に対する影響を調
べた。脂肪酸類としてはラウリン酸（Ｃ１２（炭素数１２））、ミリスチン酸（Ｃ１４）
、又はステアリン酸（Ｃ１８）を、ラクトン類としてはδ－オクタラクトン（Ｃ８）、δ
－デカラクトン（Ｃ１０）、又はγ－ドデカラクトン（Ｃ１２）を、ケトン類としては２
－ヘプタノン（Ｃ７）、２－ノナノン（Ｃ９）、又は２－ウンデカノン（Ｃ１１）を、そ
れぞれ用いた。具体的には、まず、表２～３の処方でミルクコーヒー飲料を調製した。表
２～３中、インスタントコーヒー粉末は市販品（商品名：〈マキシム〉、味の素ゼネラル
フーヅ（株）製）である。また、表２及び３中、単位が記載されていない数値は「％」を
示す。
【００５５】

【表２】

【００５６】
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【表３】

【００５７】
　調製された実施例１～５及び比較例１～５のミルクコーヒー飲料について、３名のパネ
ルにより、乳風味と苦味を評価した。各パネルの評価結果を、各飲料中のココナッツオイ
ル（植物油脂）と脂肪酸類とラクトン類とケトン類の配合量比（［植物油脂］／「脂肪酸
類」／「ラクトン類」／「ケトン類」）と共に表４及び５に示す。なお、総合評価は、３
名のパネルによる総合評価を示す。
【００５８】
【表４】

【００５９】
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【表５】

【００６０】
　この結果、ミルクコーヒー飲料中の脂肪酸類の含有量が１～２００ｐｐｍであり、ラク
トン類の含有量が０．００５～２ｐｐｍであり、ケトン類の含有量が０．１～１５０ｐｐ
ｂである実施例１～５では、苦味がさほど気にならない程度に抑えられている上に乳風味
が強く、非常に良好であった。特に、脂肪酸類が５～１５０ｐｐｍであり、ラクトン類が
０．０５～１．５ｐｐｍであり、ケトン類が２．５～７５ｐｐｂである実施例３～５では
、苦味は僅かであり、乳風味はかなり良好であった。これに対して、これら３成分のうち
の２成分のみしか含有していない比較例４及び５は、苦味は感じられるものの乳風味はあ
まり感じられなかった。また、これらの３成分を全て含有するものの、各含有量が実施例
１よりもいずれもやや少ない比較例２では、乳風味はほとんど向上しておらず、各含有量
が実施例２よりもいずれもやや多い比較例３では、乳風味は向上しているものの、苦味が
非常に強かった。
【００６１】
［実施例６～１２］
　表６に示す処方で脂肪分としてココナッツオイルのみを含有するミルクコーヒー飲料を
調製し、実施例１等と同様にして乳風味と苦味を評価した。表６中、インスタントコーヒ
ー粉末は表１と同じであり、単位が記載されていない数値は「％」を示す。
【００６２】



(16) JP 6520397 B2 2019.5.29

10

20

30

【表６】

【００６３】
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【表７】

【００６４】
　調製された実施例６～１２のミルクコーヒー飲料について、各パネルの評価結果を、各
飲料中のココナッツオイル（植物油脂）と脂肪酸類とラクトン類とケトン類の配合量比（
［植物油脂］／「脂肪酸類」／「ラクトン類」／「ケトン類」）と共に表７に示す。なお
、総合評価は、３名のパネルによる総合評価を示す。この結果、いずれのミルクコーヒー
飲料も、苦味は僅かであり、乳風味はかなり良好であった。
【００６５】
［実施例１３～１５、比較例６～８］
　表８に示す処方で脂肪分としてココナッツオイルのみを含有するココア飲料、紅茶飲料
、及び抹茶飲料を調製し、実施例１等と同様にして乳風味と苦味を評価した。表８中、コ
コアパウダーは、市販品（商品名：〈純ココア〉、森永製菓（株）製）であり、抹茶パウ
ダーは、市販品（商品名：〈宇治抹茶〉、共栄製茶（株）製）である。また、紅茶は、市
販品（商品名：〈こく味のある紅茶〉、三井農林（株）製）の茶葉７０ｇに９５℃の湯を
５００ｍＬ注ぎ、５分間抽出し、Ｂｒｉｘ分を固形分として調整したものである。表８中
、単位が記載されていない数値は「％」を示す。
【００６６】
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【表８】

【００６７】
【表９】

【００６８】
　調製された実施例１３～１５及び比較例６～８の飲料について、各パネルの評価結果を
、各飲料中のココナッツオイル（植物油脂）と脂肪酸類とラクトン類とケトン類の配合量
比（［植物油脂］／「脂肪酸類」／「ラクトン類」／「ケトン類」）と共に表９に示す。
なお、総合評価は、３名のパネルによる総合評価を示す。この結果、ココナッツオイル１
００質量部に対して、脂肪酸類を０．２５質量部、ラクトン類を０．００２５質量部、ケ
トン類を０．０００１２５質量部含有する実施例１３～１５の飲料においては、いずれも
苦味がさほど気にならない程度に抑えられている上に乳風味が強く、非常に良好であった
。これに対して、これら３成分をいずれも含有していない比較例６～８の飲料では、苦味
は弱いものの乳風味はあまり感じられなかった。
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【００６９】
［実施例１６～１８、比較例９～１１］
　表１０に示す処方で脂肪分として硬化ヤシ油、中鎖脂肪酸トリグリセリド、又は水添パ
ーム核油のみを含有するミルクコーヒー飲料を調製し、実施例１等と同様にして乳風味と
苦味を評価した。表１０中、インスタントコーヒー粉末は表１と同じであり、単位が記載
されていない数値は「％」を示す。
【００７０】
【表１０】

【００７１】
【表１１】

【００７２】
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　調製された実施例１６～１８、比較例９～１１のミルクコーヒー飲料について、各パネ
ルの評価結果を、各飲料中の植物油脂と脂肪酸類とラクトン類とケトン類の配合量比（［
植物油脂］／「脂肪酸類」／「ラクトン類」／「ケトン類」）と共に表１１に示す。なお
、総合評価は、３名のパネルによる総合評価を示す。この結果、ココナッツオイルを用い
た場合と同様に、硬化ヤシ油、中鎖脂肪酸トリグリセリド、及び水添パーム核油を使用し
たミルクコーヒー飲料においても、植物油脂１００質量部に対して、脂肪酸類を０．２５
質量部、ラクトン類を０．００２５質量部、ケトン類を０．０００１２５質量部含有する
実施例１６～１８の飲料においては、いずれも苦味がさほど気にならない程度に抑えられ
ている上に乳風味が強く、非常に良好であった。これに対して、これら３成分をいずれも
含有していない比較例９～１１の飲料では、苦味は弱いものの乳風味はあまり感じられな
かった。
【００７３】
［実施例１９、比較例１２］
　表１２に示す処方で、脂肪分を３２％含有するクリーミングパウダーを含有するミルク
コーヒー飲料を調製し、実施例１等と同様にして乳風味と苦味を評価した。表１２中、イ
ンスタントコーヒー粉末は表１と同じであり、クリーミングパウダーは市販品（商品名：
〈マリーム〉、味の素ゼネラルフーヅ（株）製）である。単位が記載されていない数値は
「％」を示す。
【００７４】
【表１２】

【００７５】
【表１３】

【００７６】
　調製された実施例１９、比較例１２のミルクコーヒー飲料について、各パネルの評価結
果を、各飲料中の植物油脂と脂肪酸類とラクトン類とケトン類の配合量比（［植物油脂］
／「脂肪酸類」／「ラクトン類」／「ケトン類」）と共に表１３に示す。なお、総合評価
は、３名のパネルによる総合評価を示す。この結果、ココナッツオイルを用いた場合と同
様に、脂肪分を含有するクリーミングパウダーを使用したミルクコーヒー飲料においても
、植物油脂１００質量部に対して、脂肪酸類を０．２５質量部、ラクトン類を０．００２
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５質量部、ケトン類を０．０００１２５質量部含有する実施例１９の飲料においては、苦
味がさほど気にならない程度に抑えられている上に乳風味が強く、非常に良好であった。
これに対して、これら３成分をいずれも含有していない比較例１２の飲料では、苦味は弱
いものの乳風味はあまり感じられなかった。
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